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中
世
の
葬
儀
と
喪
服

　
　
　
　
　
黒
か
ら
白
へ
の
回
帰
1

増
　
田
　
美
　
子

一、

ﾍ
じ
め
に

　
喪
制
．
葬
法
の
研
究
に
比
し
て
、
喪
服
に
関
す
る
研
究
は
殆
ど
省
み
ら
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
従
っ
て
、
昨
年
『
服
飾
美

学
』
二
十
一
号
に
、
「
日
本
古
代
に
お
け
る
喪
服
の
研
究
－
白
糸
統
～
黒
系
統
へ
の
変
化
を
中
心
に
し
て
l
」
を
発
表
し
、
古
代
か
ら
平

安
時
代
ま
で
の
喪
服
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
今
回
は
引
き
続
き
、
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
の
喪
服
を
葬
儀
形
式
と
の
関
わ
り
で
見
て
い
き
た

鴨
・

一一

二
、
天
皇
の
葬
儀
と
喪
服

　
　
　
②

『
名
月
記
』
に
、
建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
三
月
、
後
白
河
法
皇
が
崩
御
し
た
時
の
様
子
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
当
時

の
天
皇
崩
御
の
時
の
姿
を
見
て
み
た
い
。

　
三
月
十
三
日
に
、
後
白
河
法
皇
は
崩
御
し
た
。
こ
の
日
に
参
内
し
た
殿
上
人
達
は
、
束
帯
や
衣
冠
で
あ
っ
た
が
、
崩
御
し
た
こ
と
に
よ



り
、
皆
櫻
を
巻
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
夜
に
入
棺
が
行
わ
れ
た
。
葬
送
は
十
五
日
で
あ
っ
た
。
亥
の
刻
（
午
後
十
時
）
庇
の
車
の
周
辺

に
素
服
の
殿
上
人
達
が
従
い
、
次
い
で
公
卿
達
が
並
ん
で
歩
行
し
た
。
十
九
日
、
天
皇
は
僑
盧
に
渡
り
、
錫
綜
を
着
け
、
公
卿
殿
上
人

達
は
、
束
帯
の
上
に
素
服
（
布
抱
・
下
襲
）
を
着
け
た
。
そ
し
て
こ
の
日
に
初
七
日
の
供
養
が
行
わ
れ
た
が
、
素
服
を
賜
っ
た
人
で
も

素
服
を
着
け
た
人
と
着
け
な
い
人
と
様
々
で
あ
っ
た
。
素
服
を
賜
っ
て
も
、
個
人
の
日
の
良
し
悪
し
で
着
服
す
る
為
で
あ
る
。
ま
た
天

皇
が
碕
盧
の
問
も
、
位
砲
で
あ
っ
た
り
吉
服
で
あ
っ
た
り
種
々
で
あ
る
。
四
月
二
日
に
天
皇
は
僑
盧
よ
り
出
御
し
、
橡
の
炮
に
鈍
色
の

袴
（
柑
子
色
）
、
引
直
衣
に
衣
服
を
改
め
た
。
公
卿
殿
上
人
達
も
素
服
を
脱
ぎ
、
こ
の
日
に
橡
の
宣
旨
が
出
さ
れ
、
多
く
の
人
が
二
、

　
三
日
中
に
諒
闇
に
就
い
た
。
た
だ
し
、
定
家
は
目
を
見
て
、
二
十
八
目
の
戌
の
刻
（
午
後
八
時
）
に
既
に
密
か
に
諒
闇
に
就
い
て
い
た
。

　
こ
の
時
の
定
家
は
、
狩
衣
・
指
貫
・
帯
の
み
を
諒
闇
装
束
に
し
た
。
諒
闇
の
間
の
装
束
で
あ
る
が
、
公
務
の
時
は
位
炮
を
着
け
、
殿
上

　
の
役
の
時
は
橡
抱
を
着
け
、
行
幸
の
時
は
位
抱
を
着
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
四
月
四
日
に
、
二
十
一
日
目
の
供
養
が
あ
っ
た
が
、

　
こ
の
時
公
卿
達
は
大
部
分
諒
闇
の
束
帯
や
直
衣
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
吉
服
で
縷
を
巻
い
た
者
や
吉
服
に
垂
縷
の
ま
ま
の
者
も
い
た
。

　
四
月
六
日
に
参
内
し
た
時
も
、
橡
を
着
た
人
と
着
な
い
人
が
い
た
。
女
房
が
言
う
に
は
、
諒
闇
装
束
を
作
る
に
は
何
日
か
日
数
を
要
す

　
る
か
ら
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
喪
服
は
、
一
日
で
作
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
公
の
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
九
日
に
仏
事
が
あ
っ
た
時
に
は
、
定
家
は
橡
の
束
帯
を
着
た
。
十
一
日
に
、
二
十
八
日
の
供
養
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
の
公
卿
達
の
中

　
に
は
橡
も
い
た
が
、
多
く
は
吉
服
の
束
帯
で
あ
っ
た
。
た
だ
縷
を
巻
縷
に
し
て
い
る
者
も
い
た
。

　
以
上
が
定
家
の
記
し
た
法
皇
崩
御
の
時
の
様
子
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
家
の
記
述
で
は
、
崩
御
か
ら
賜
素
服
ま
で
の
次
第
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

明
確
で
な
い
の
で
、
少
々
時
代
が
下
が
る
が
、
『
明
応
凶
時
記
』
に
よ
っ
て
こ
の
間
の
様
子
を
見
て
行
き
た
い
。

　
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
九
月
二
十
八
日
に
後
土
御
門
天
皇
が
崩
御
し
た
。
天
皇
は
、
頭
を
南
に
し
て
西
に
向
い
て
臥
し
て
い
た
。
そ

　
の
夜
の
戌
の
刻
（
午
後
八
時
）
に
、
天
皇
の
頭
の
方
と
足
の
方
を
持
っ
て
北
枕
と
し
顔
は
西
向
き
に
し
た
。
し
か
し
、
後
で
聞
い
た
こ
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と
で
あ
る
が
、
天
皇
の
身
体
に
直
接
手
を
触
れ
る
の
は
先
例
の
無
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
来
は
畳
ご
と
担
い
で
北
枕
に
す
る
の
が
習
わ

し
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
の
殿
上
人
達
の
装
束
は
、
着
て
来
た
ま
ま
の
直
衣
や
衣
冠
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
天
皇
が
亡
く
な
っ

た
の
で
櫻
を
巻
い
た
が
、
巻
か
な
い
者
も
い
た
。
異
説
も
あ
る
が
、
凶
事
に
は
繧
を
内
側
に
巻
、
吉
事
に
は
外
側
に
巻
く
の
が
通
例
で

あ
る
。
十
月
四
日
夜
入
棺
で
あ
る
。
遺
体
は
先
ず
湯
帷
子
を
着
け
て
沐
浴
さ
せ
た
。
こ
の
間
遺
体
は
冠
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
白
布
の
帷
子
。
下
袴
．
機
を
着
せ
て
入
棺
し
、
一
緒
に
赤
の
普
段
の
大
口
袴
・
直
衣
を
入
れ
た
。
板
の
上
に
茜
を
敷
い
て
そ
の

上
に
棺
を
安
置
し
、
四
方
に
普
通
の
四
季
屏
風
を
絵
を
外
に
、
裏
を
内
に
し
て
立
て
た
。
次
に
、
西
面
の
屏
風
の
外
に
白
木
棚
を
置
き
、

そ
の
上
に
四
膳
の
料
理
と
一
膳
の
菓
子
を
置
い
た
。
暫
く
食
を
進
め
て
後
、
白
木
棚
と
と
も
に
徹
去
し
た
。
十
一
月
八
日
に
、
泉
涌
寺

の
葬
場
殿
を
見
に
行
っ
た
。
葬
場
殿
は
檜
皮
葺
き
で
北
面
に
車
寄
せ
が
あ
っ
た
。
殿
舎
は
、
一
間
四
方
で
棟
は
宝
形
で
金
彩
玉
で
飾
っ

て
あ
り
、
そ
の
中
に
六
角
で
白
壁
の
火
炉
が
あ
っ
た
。
四
方
に
門
及
び
白
木
作
り
の
鳥
居
が
あ
り
、
扉
及
び
脇
の
壁
は
全
て
檜
で
あ
っ

た
。
四
方
に
額
が
あ
り
、
金
彩
で
文
字
が
書
か
れ
て
お
り
、
東
門
の
額
は
発
心
・
南
門
は
修
行
・
西
門
は
菩
提
・
北
門
は
浬
薬
で
あ
っ

た
。
こ
の
北
門
が
枢
の
入
る
門
で
あ
る
。
枢
を
乗
せ
る
宝
輿
は
八
角
の
厨
子
で
、
黒
塗
り
の
柱
に
棟
は
宝
形
、
金
彩
玉
で
飾
っ
て
あ
っ

た
。
入
方
に
は
唐
錦
を
張
り
、
四
方
に
鳥
居
が
あ
り
、
表
の
方
に
金
の
錠
が
あ
っ
た
。
か
じ
棒
は
白
木
で
生
絹
を
縫
っ
て
こ
れ
で
包
ん

で
あ
っ
た
。
四
本
の
大
幡
は
全
て
唐
錦
で
あ
る
。
龍
首
の
付
い
た
天
蓋
も
唐
錦
を
張
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
十
一
月
十
一
日
夜
葬
礼
。

加
茂
祭
の
時
の
糸
毛
の
車
を
華
や
か
さ
を
隠
す
為
に
生
絹
で
包
ん
で
、
こ
れ
に
棺
を
担
い
で
乗
せ
た
。
行
列
は
、
大
夫
二
人
が
松
明
を

持
っ
て
先
行
し
、
次
に
薦
官
二
人
が
前
行
、
次
に
車
副
四
人
。
次
に
車
。
次
に
香
炉
を
持
っ
た
大
夫
二
人
。
次
に
召
次
二
人
。
次
に
廉

が
従
っ
た
。
次
に
宮
（
第
三
宮
）
が
供
奉
。
続
い
て
公
卿
以
下
従
っ
た
。
そ
の
装
束
は
、
直
衣
、
衣
冠
、
束
帯
等
種
々
で
あ
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
④

全
て
巻
縷
で
あ
っ
た
。
ま
ず
仏
殿
の
西
面
に
車
を
寄
せ
、
棺
を
担
い
で
仏
殿
内
の
宝
輿
に
棺
の
ま
ま
乗
せ
た
。
九
備
菜
を
供
し
、
読
経
。

次
に
宝
輿
を
担
い
で
仏
殿
を
出
て
葬
場
殿
の
北
門
か
ら
入
り
宝
輿
を
火
炉
の
上
に
置
い
た
。
そ
の
時
僧
衆
皆
葬
場
殿
か
ら
出
、
す
ぐ
に
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浬
薬
門
を
閉
じ
、
煙
り
が
上
っ
た
。
十
二
日
朝
、
収
骨
の
儀
が
行
わ
れ
た
。

　
こ
の
土
御
門
天
皇
の
葬
儀
は
、
戦
国
時
代
の
こ
と
で
も
あ
り
、
宮
中
も
財
政
的
に
厳
し
い
状
態
に
陥
っ
て
い
た
時
で
も
あ
る
為
、
多
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

特
殊
な
面
が
み
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
天
皇
葬
儀
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
『
左
経
記
』

に
記
さ
れ
た
平
安
中
期
の
後
一
条
天
皇
の
葬
儀
の
時
と
比
較
し
て
み
る
と
、
入
棺
の
儀
に
於
い
て
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
後
一
条
天

皇
の
時
は
、

　
　
先
是
仰
二
後
院
一
令
レ
調
、
薄
物
薄
色
御
直
衣
、
白
生
絹
単
重
、
同
御
袴
入
二
御
棺
「
御
冠
、
御
錫
綜
…
同
加
入
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
類
聚
雑
例
長
元
九
年
四
月
二
十
二
日
条
）

の
如
く
、
薄
物
薄
色
の
直
衣
・
白
生
絹
の
単
重
・
同
様
の
袴
を
入
棺
し
、
冠
と
錫
紆
を
さ
ら
に
加
え
て
入
棺
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
土

御
門
天
皇
の
揚
合
は
、
白
布
の
帷
子
と
下
袴
と
機
を
着
用
さ
せ
、
直
衣
と
赤
い
大
口
袴
を
棺
に
入
れ
、
冠
と
錫
綜
は
入
棺
し
て
い
な
い
。

　
天
皇
・
法
皇
等
が
崩
御
し
た
時
の
葬
儀
の
様
子
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
記
述
に
基
づ
き
な
が
ら
、
天
皇
（
以

下
上
皇
・
法
皇
も
天
皇
に
含
め
る
こ
と
と
す
る
）
崩
御
時
の
天
皇
以
下
諸
臣
の
喪
服
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
。

（
1
）
錫
紆

　
錫
綜
は
、
天
皇
が
直
系
の
二
親
等
以
上
の
喪
に
服
す
る
時
に
着
用
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
十
一
世
紀
の
錫
綜
は
、
鈍
色
麻
布
製
の
直
衣

　
　
　
　
　
　
⑥

型
衣
服
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
十
二
世
紀
に
な
る
と
、

　
　
大
治
四
年
七
月
二
七
日
癸
卯
、
裏
書
、
御
錫
紆
事
、
相
コ
尋
陰
陽
家
栄
之
一
処
、
示
レ
送
云
、
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
　
御
装
束
、
御
抱
（
腋
闘
）
、
半
管
、
下
襲
、
表
袴
、
皆
太
布
染
黒
色
等
也
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
中
右
記
』
）

の
如
く
、
大
治
四
年
（
＝
二
九
）
の
白
河
法
皇
崩
御
に
際
し
て
、
鳥
羽
上
皇
は
祖
父
の
喪
に
服
す
る
為
に
黒
色
太
布
の
闘
腋
の
抱
、
同

じ
布
製
の
半
膏
・
下
襲
・
表
袴
を
着
用
し
て
い
る
。
十
一
世
紀
の
錫
綜
が
、
最
上
衣
の
直
衣
の
み
麻
布
製
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
十
二
世
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紀
に
な
る
と
闘
腋
抱
以
下
肌
着
以
外
の
装
束
は
全
て
麻
布
製
と
な
り
、
錫
綜
装
束
が
よ
り
重
装
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
建
久
三

年
に
、
後
白
河
法
皇
が
崩
御
し
た
時
の
後
鳥
羽
天
皇
の
錫
綜
も
、

　
　
件
御
冠
、
縄
細
燕
尾
切
上
緒
…
布
黒
染
闘
腋
御
抱
、
同
半
管
、
緒
一
筋
也
、
同
下
襲
、
同
布
単
、
表
御
袴
、
平
絹
鈍
色
御
相
単
、
柑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
子
色
大
口
、
：
・
相
コ
加
縄
御
帯
一
…
巻
レ
紙
如
レ
例
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
玉
葉
』
）

の
よ
う
に
、
黒
染
布
の
閾
腋
抱
で
あ
り
、
以
下
の
装
束
も
同
様
で
あ
る
。

　
以
降
、
錫
綜
は
、
黒
染
布
の
闘
腋
炮
以
下
の
装
束
が
継
承
さ
れ
て
行
く
。
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
に
後
柏
原
天
皇
が
崩
御
し
た
時
の
、

後
奈
良
天
皇
の
錫
綜
装
束
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
　
布
黒
染
閾
腋
御
炮
、
同
半
曹
、
下
重
、
表
袴
、
平
絹
鈍
色
御
袖
単
、
柑
子
色
大
口
、
縄
御
帯
、
　
　
　
　
　
　
　
（
『
和
長
卿
記
』
）

と
見
え
る
如
く
同
様
の
構
成
で
あ
る
。

　
ま
た
、
平
安
時
代
と
同
様
に
、
冠
が
縄
縷
で
あ
り
、
帯
が
麻
縄
に
紙
を
巻
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
『
玉
葉
』
『
和
長
卿
記
』
の
記
述

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
錫
綜
の
着
装
の
仕
方
で
あ
る
が
、
北
朝
貞
治
三
年
（
＝
二
六
四
）
七
月
七
日
、
光
厳
法
皇
が
崩
御
し
た
時
の
、
息
子
の
後
光
厳
天
皇
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

錫
綜
次
第
が
『
迎
陽
記
』
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
貞
治
三
年
七
月
二
十
六
目
、
戊
子
、
今
日
渡
ゴ
御
碕
盧
一
也
。
…
柳
筥
上
置
二
御
装
束
（

　
　
　
御
機
礁
騨
御
大
口
酬
マ
御
単
衣
髄
庖
表
御
袴
動
縮
駐
編
翻
詐
凄
御
平
緒
異
御
扇
髄
噸
無
、

　
　
次
信
兼
朝
臣
、
持
コ
参
内
蔵
寮
御
服
ハ
置
二
御
装
束
西
ハ
髄
絶
繍
脚
肱
レ
難
郎
銅
艶
騨
騨
好
艶
脚
…
次
着
コ
御
御
装
束
ハ
館
囎
寵
賦
醤
置
向
一
一
吉
方
一
着
コ
御

　
　
之
（
御
装
束
畢
、
居
御
、
徹
二
御
冠
「
鑑
魏
龍
堪
口
奉
レ
加
二
服
御
冠
ハ
次
取
二
賀
布
（
縦
三
重
押
帖
、
御
冠
額
引
回
奉
レ
結
レ
之
、
御
本
結

　
　
不
レ
改
レ
之
、
腱
夙
此
間
御
櫛
二
枚
御
髪
掻
等
、
居
二
柳
筥
「
舗
齢
蝉
言
長
持
ゴ
参
之
「
隆
広
朝
臣
取
レ
之
、
如
レ
形
奉
レ
理
二
御
髪
ハ
則
返
コ
賜
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言
長
ハ
次
御
装
束
人
、
撤
二
御
装
束
ハ
如
レ
元
帖
レ
之
置
二
柳
筥
「
召
二
蔵
人
一
賜
レ
之
、
伽
4
御
冠
留
二
御
所
一
置
二
御
帳
枕
上
方
「
…
：
・

　
　
入
月
九
日
庚
子
、
今
夜
還
一
一
御
本
殿
一
日
也
、
鵬
購
搾
朋
姪
齢
幽
汁
三
巨
内
蔵
寮
官
人
、
進
二
御
錫
綜
一
脚
飾
ス
隆
仲
朝
臣
持
ゴ
参
之
（
隆
広
朝
臣

　
　
依
レ
召
奉
仕
、
御
装
束
、
即
令
レ
脱
給
、
隆
広
朝
臣
帖
レ
之
持
ゴ
出
之
ハ
行
事
言
長
分
レ
之
、
於
二
御
炮
、
御
下
襲
、
半
膏
、
御
表
袴
、
索

　
　
御
帯
一
者
、
儲
怖
入
二
柳
筥
「
居
ゴ
之
高
杯
「
授
二
内
蔵
寮
官
人
ハ
官
人
置
二
宮
主
座
前
薦
上
「
…

　
天
皇
が
僑
盧
に
渡
御
し
、
錫
紆
を
着
け
た
の
は
七
月
二
十
六
目
で
あ
り
、
崩
御
し
て
か
ら
着
服
ま
で
十
五
日
を
要
し
て
い
る
が
、
平
安

時
代
以
来
、
死
亡
し
て
か
ら
着
服
ま
で
の
日
数
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
卜
日
、
死
者
の
状
況
、
準
備
等
様
々
な
理
由
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

天
皇
は
通
常
の
引
直
衣
（
下
に
綾
衣
二
枚
・
単
衣
・
紅
生
絹
袴
を
着
け
て
）
で
出
御
し
、
こ
れ
を
脱
い
で
錫
綜
装
束
を
着
け
、
縄
縷
の
冠

を
か
ぶ
っ
て
そ
の
上
か
ら
麻
布
を
三
重
に
折
り
畳
ん
で
冠
の
額
に
引
き
廻
し
て
結
ん
だ
。
そ
し
て
櫛
と
髪
掻
き
等
で
型
通
り
髪
を
整
え
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

す
ぐ
に
錫
紆
装
束
を
脱
い
だ
の
で
あ
る
。
十
三
日
後
の
八
月
九
日
に
除
服
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
の
目
も
同
様
の
儀
式
が
行
わ
れ
た
。

（
2
）
素
服

　
天
皇
が
崩
御
の
時
、
近
侍
の
者
で
素
服
を
賜
る
命
の
出
た
者
だ
け
が
素
服
を
着
け
る
の
で
あ
る
が
、
『
名
月
記
』
に
よ
れ
ば
、
先
の
後

白
河
法
皇
崩
御
の
時
の
公
卿
殿
上
人
の
素
服
は
、

　
　
各
着
二
素
服
一
稀
難
束
帯
之
上
着
レ
之
、
…

の
如
く
麻
布
製
の
炮
と
下
襲
で
、
こ
れ
を
束
帯
の
上
に
着
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
仁
治
三
年
（
＝
一
四
二
）
正
月
八
日
四
條
天
皇
が
崩
御
し
、
二
月
十
四
目
に
三
十
五
日
の
法
要
が
営
ま
れ
た
。
そ
の
時
の
素
服

は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
右
大
臣
殿
着
二
位
抱
「
其
上
令
レ
着
二
素
服
一
給
云
々
、
素
服
人
抱
、
黒
染
単
ナ
ル
抱
也
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
平
戸
記
』
）

と
記
さ
れ
て
お
り
、
黒
染
め
の
単
の
抱
を
位
抱
の
上
に
着
け
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
よ
り
、
鎌
倉
時
代
の
素
服
は
、
黒
染
め
麻
布
の
単
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の
抱
で
、
こ
れ
を
吉
服
の
上
に
着
け
て
お
り
、
平
安
時
代
の
素
服
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
し
か
し
、
室
町
時
代
に
な
る
と
変
化
が
見
ら
れ
る
。
『
薩
戒
記
』
に
よ
れ
ば
、
正
長
元
年
（
一
四
二
八
）
七
月
に
、
構
光
天
皇
の
初
七

目
の
供
養
が
行
わ
れ
、
そ
の
時
の
殿
上
人
の
素
服
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
少
納
言
長
政
朝
臣
、
簾
爆
齢
脚
無
文
冠
、
難
綴
時
依
嗣
轍
麟
椛
儲
麗
世
不
布
狩
衣
袴
、
蝋
艶
翻
膿
樋
麟
馴
醐
輔
畝
群
瀞
鯛
灘
難
駆
餅
颯
絶
灘
伽
鮪
灘
耽
臥
謂
裾

　
　
長
、
…
入
う
尻
於
二
左
股
立
中
ハ
取
二
布
施
一
時
引
裾
、
…
…

　
　
右
兵
衛
権
佐
明
豊
螺
諏
転
．
無
文
冠
、
…
布
狩
衣
袴
鼠
色
、
…
…

　
　
己
上
両
人
、
狩
衣
袴
裁
縫
之
体
、
如
二
浄
衣
一
縫
越
手
本
、
各
用
二
布
下
袴
ハ
略
儀
欺
、
白
大
帷
如
レ
常
、
扇
黒
骨
、
用
二
浅
黄
色
一
椰
、

　
　
素
服
殿
上
人
、
常
時
着
二
烏
帽
子
布
衣
ハ
砥
候
、
為
事
之
日
、
取
二
布
施
一
之
時
着
冠
、
於
二
狩
衣
袴
一
者
通
用
也
、
於
二
公
卿
一
者
、
不
レ

　
　
然
、
衣
冠
布
衣
各
別
也
、
但
於
一
一
指
貫
一
者
通
用
也
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
殿
上
人
の
場
合
は
、
巻
縷
無
文
冠
に
濃
い
墨
染
の
麻
布
製
狩
衣
を
着
用
し
て
い
る
。
日
常
的
に
は
烏
帽
子
を
か
ぶ
る

が
、
伺
候
等
の
時
は
冠
に
代
え
る
の
で
あ
る
。
室
町
時
代
に
お
け
る
素
服
の
中
心
が
狩
衣
形
に
移
行
す
る
の
は
、
吉
服
に
お
い
て
も
狩
衣

が
正
式
衣
と
し
て
定
着
し
て
く
る
こ
と
と
の
関
わ
り
で
あ
ろ
う
。

　
更
に
、
『
和
長
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、

　
　
明
応
九
年
十
二
月
十
一
日
。
今
夜
衙
盧
渡
御
也
、
…
、
今
度
公
卿
素
服
出
納
調
コ
進
之
ハ
礁
嘩
…
素
服
様
、
長
半
服
而
有
レ
衿
、
如
二

　
　
無
レ
袖
物
一
也
、
故
装
束
上
打
コ
懸
之
一
也
、

の
如
く
に
、
明
応
九
年
（
一
四
九
〇
）
の
素
服
は
、
袖
無
し
で
丈
の
長
い
衿
付
き
半
服
（
恐
ら
く
幅
の
狭
い
一
幅
の
衣
服
）
と
な
っ
て
い

る
。
正
長
元
年
か
ら
明
応
九
年
の
間
に
、
こ
の
よ
う
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
間
に
応
仁
の
大
乱
が
あ
り
、
公
家
の
生

活
の
困
窮
度
が
増
し
て
い
た
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
素
服
の
形
態
は
、
そ
の
後
旧
様
に
復
す
る
こ
と
な
く
江
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⑮

戸
時
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ま
た
、
帯
で
あ
る
が
、
『
玉
葉
』
に
よ
れ
ば
、
重
服
帯
は
麻
縄
に
紙
を
巻
き
、
軽
服
帯
は
麻
布
に
紙
を
巻
く
と
見
え
、
軽
重
で
少
々
異

な
る
。

　
そ
し
て
素
服
は
、

　
　
素
服
人
々
、
毎
二
七
目
一
装
束
上
着
二
素
服
ハ
畿
怖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
名
月
記
』
建
久
三
年
三
月
二
十
六
日
条
）

の
如
く
、
七
目
毎
の
法
要
の
時
に
装
束
の
上
に
着
け
た
の
で
あ
る
。

　
素
服
期
間
に
着
用
す
る
凶
服
で
あ
る
が
、
貞
治
三
年
（
＝
二
六
四
）
七
月
七
日
に
光
厳
法
皇
が
崩
御
し
、
七
月
二
十
六
日
に
後
光
厳
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

皇
は
僑
盧
に
渡
御
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
時
の
公
卿
以
下
の
装
束
に
つ
い
て
、
『
後
愚
昧
記
』
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
一
素
服
装
束
色
制
以
下
同
具
、
可
レ
被
二
注
下
一
事
冠
、
鰐
燐
抱
、
騨
鯛
下
重
、
闘
絶
礁
製
半
膏
、
胴
単
、
鯨
表
袴
、
解
覇
囎
艶
ヂ
触
髄
袖
、

　
　
　
麟
韻
大
口
、
酬
守
扇
、
麟
昨
沓
、
蠣
庖
鞍
、
酔
笏
、
剣
、
解
齢
乏
帯
、
鵬

　
　
　
直
衣
、
羅
欄
指
貫
、
鎌
護
劇
騨
帷
、
頃
袖
、
胡
下
袴
、
購
扇
、
椛
紳
沓
、
蠣
旭
帯
、
鱗

　
　
　
狩
衣
、
獅
躍
銀
艶
創
酪
鞭
夏
卑
共
無
衣
、
髄
艶
ガ
域
白
単
、
岬
指
貫
、
碑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
束
帯
・
直
衣
は
黒
色
平
絹
・
生
絹
製
で
あ
る
が
、
狩
衣
は
鼠
色
平
絹
製
で
あ
る
。
一
条
兼
良
の
『
後
成
恩
寺
殿
下
記
』
は
、

　
　
着
二
素
服
一
事
。
於
二
旧
院
一
者
、
先
着
二
凶
服
一
参
入
。
其
上
着
二
素
服
一
℃
於
二
内
裏
一
者
、
吉
服
上
着
レ
之
。

の
如
く
法
皇
崩
御
の
場
合
は
、
凶
服
の
上
に
素
服
を
着
け
、
天
皇
の
揚
合
は
吉
服
の
上
に
素
服
を
着
け
る
と
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
先

に
み
た
よ
う
に
、
十
二
世
紀
末
の
後
白
河
法
皇
崩
御
の
時
は
、
束
帯
の
上
に
素
服
を
着
け
て
お
り
（
『
名
月
記
』
）
、
ま
た
、
十
三
世
紀
半

の
四
條
天
皇
崩
御
の
時
も
、
位
抱
の
上
に
着
け
た
と
記
し
て
い
る
（
『
平
戸
記
』
）
。
『
玉
葉
』
に
も
、

　
　
公
卿
井
殿
上
人
、
於
二
北
陣
外
ハ
着
二
素
服
一
了
、
脱
レ
之
帰
コ
着
陣
一
…
男
女
皆
吉
服
上
着
レ
之
也
、
是
先
例
、
　
（
建
久
三
年
三
月
条
）
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と
あ
り
、
吉
服
の
上
に
着
け
る
の
が
従
来
か
ら
の
習
わ
し
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
『
後
成
恩
寺
殿
下
記
』
は
、
十
五
世
紀
半
の
記
録

で
あ
り
、
『
名
月
記
』
『
平
戸
記
』
『
玉
葉
』
の
記
録
と
の
間
に
は
、
二
百
年
余
の
年
月
の
隔
た
り
が
あ
る
。
恐
ら
く
こ
の
間
に
変
化
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、
天
皇
及
び
公
家
の
喪
服
の
代
表
格
で
あ
る
錫
綜
・
素
服
の
材
質
は
、
平
安
時
代
の
伝
統
を
継
承
し
て
黒
系
統

の
麻
布
製
で
あ
る
が
、
そ
の
形
に
は
変
化
が
見
ら
れ
る
。
錫
綜
は
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
、
直
衣
形
か
ら
閾
腋
抱
形
に
変

化
し
、
素
服
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
抱
形
が
主
流
で
あ
っ
た
も
の
が
、
室
町
時
代
に
は
狩
衣
形
が
主
流
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
戦

国
時
代
に
な
る
と
、
素
服
の
形
は
簡
略
に
な
り
、
袖
無
し
の
衿
付
き
長
着
へ
と
変
化
し
て
い
る
。

（
3
）
諒
闇
服

　
天
皇
崩
御
の
時
、
除
服
後
一
周
期
間
着
用
す
る
の
が
諒
闇
服
で
あ
る
。

①
天
皇

　
天
皇
が
錫
綜
を
脱
い
だ
後
、
亡
き
天
皇
の
為
に
着
用
す
る
諒
闇
服
は
、
『
名
月
記
』
の
後
白
河
法
皇
崩
御
の
記
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

橡
抱
で
あ
り
、
そ
の
色
は
『
玉
葉
』
の
記
述
に
よ
り
、
殆
ど
黒
に
近
い
色
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
は
平
安
時
代
か
ら
の
伝
統

の
継
承
で
あ
る
。
袴
は
国
書
刊
行
会
本
『
名
月
記
』
で
は
、

　
　
例
橡
御
炮
、
御
衣
、
鈍
色
御
袴
、
齢
序
御
引
直
衣
之
由
也
、

と
な
っ
て
お
り
、
袴
の
色
が
鈍
色
と
柑
子
色
の
両
方
に
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
記
述
は
『
玉
葉
』
の
記
述
（
註
⑲
に
引
用
）
か

ら
・
三
・
御
衣
鈍
負
御
擾
鯉
L
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
・
圭
世
紀
半
の
・
後
成
恩
寺
関
白
諒
闇
静
に
は
・

　
　
諒
闇
中
、
主
上
御
袴
柑
子
色
、
女
房
常
紅
袴
也
、
白
袴
依
レ
人
可
レ
着
也
、

と
見
え
、
ま
た
、
文
明
三
年
（
一
四
七
一
）
の
後
花
園
院
崩
御
の
時
の
後
土
御
門
天
皇
の
諒
闇
服
の
袴
も
、

一一繹



　
　
主
上
・
御
服
製
脚
御
服
謎
簸
殿
雛
鰻
脚
壌
謎
縫
擁
御
擁
鰍
避
　
　
　
　
（
　
　
⑳
『
親
長
卿
記
』
）

の
如
く
、
や
は
り
火
草
色
（
柑
子
色
）
で
あ
る
。
以
降
袴
の
柑
子
色
は
、
江
戸
時
代
に
も
継
承
さ
れ
て
行
く
。
ま
た
、
こ
の
記
述
に
よ
り
、

天
皇
は
諒
闇
中
は
縄
櫻
冠
を
か
ぶ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

②
公
家

　
殿
上
人
の
諒
闇
服
に
つ
い
て
も
、
『
後
成
恩
寺
関
白
諒
闇
記
』
は
詳
細
に
記
し
て
い
る
。

　
　
殿
上
人
橡
抱
、
自
二
侮
盧
一
還
御
後
、
被
二
宣
下
一
之
、
橡
炮
劔
騰
鞍
脱
路
勘
彫
鴨
馳
御
卿
ッ
表
袴
麟
艶
ヂ
擁
瀬
ダ
下
襲
鱗
殿
上
人
橡
抱
殿
上
役
之
時

　
　
着
レ
之
、
本
官
役
時
可
レ
為
二
位
抱
一
之
由
、
見
二
月
輪
殿
御
記
ハ
…
諒
闇
直
衣
、
撫
麩
巻
鈍
色
平
絹
直
衣
、
同
色
指
貫
、
白
衣
、
合
袴
、

　
　
同
束
帯
、
無
文
位
抱
、
麟
蜂
鈍
色
張
面
表
袴
琳
同
色
張
下
襲
、
舞
磯
穰
瀕
窺
絶
ズ
・
平
絹
白
拍
、
単
、
赤
大
口
、
…
、
機
、
解
檜
扇
御

　
　
無
文
巻
櫻
冠
、
沓
畷
僻
…

即
ち
、
殿
上
人
は
天
皇
が
衙
盧
よ
り
還
御
後
橡
の
宣
旨
を
受
け
て
橡
抱
を
着
け
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
を
着
る
の
は
殿
上
の
役
の
時
の
み
で

あ
り
、
役
所
で
の
職
務
に
就
く
時
は
位
抱
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
、
『
名
月
記
』
の
記
録
と
同
様
で
あ
る
。
橡
炮
は
、
橡
の
実
と
フ
シ
ガ
ネ
で

染
め
、
表
裏
同
色
で
、
表
袴
は
鈍
色
で
、
裏
は
赤
か
柑
子
色
で
あ
る
。
下
襲
も
鈍
色
を
用
い
る
。
直
衣
の
場
合
も
無
文
の
巻
櫻
冠
に
鈍
色

の
平
絹
直
衣
、
同
じ
く
鈍
色
指
貫
、
平
絹
の
白
単
、
平
絹
の
赤
下
袴
で
あ
る
。
役
職
の
場
合
の
束
帯
は
、
無
文
巻
縷
冠
を
か
ぶ
り
、
無
文

の
位
抱
で
裏
を
鈍
色
の
張
り
に
す
る
。
鈍
色
張
り
表
、
赤
裏
で
お
め
ら
か
さ
な
い
表
袴
を
は
き
、
鈍
色
平
絹
の
下
襲
を
着
て
、
平
絹
白
拍

に
赤
い
下
袴
、
平
絹
の
機
、
裏
白
平
絹
の
沓
を
は
く
。
こ
れ
ら
の
装
束
は
、
平
安
時
代
後
期
以
来
殆
ど
変
わ
り
無
い
。

　
女
官
の
諒
闇
服
は
、
時
代
が
下
が
る
が
、
大
永
六
年
（
一
五
二
六
）
四
月
七
目
に
後
柏
原
院
が
崩
御
し
、
五
月
八
日
に
諒
闇
服
を
着
け

た
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
時
の
装
束
は
、

　
　
青
鈍
唐
衣
、
柑
子
色
袴
也
、
素
服
三
人
許
着
レ
之
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
和
長
卿
記
』
）

一
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の
如
く
青
鈍
色
の
唐
衣
に
柑
子
色
の
袴
で
あ
る
。

三
、
公
家
の
葬
儀
と
喪
服

　
公
家
の
葬
送
に
つ
い
て
は
『
名
月
記
』
に
藤
原
俊
成
が
元
久
元
年
（
一
二
〇
四
）
に
死
亡
し
た
時
の
様
子
が
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

で
、
こ
れ
に
よ
り
見
て
行
き
た
い
。
十
一
月
三
十
日
に
俊
成
は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
ま
ず
息
子
の
定
家
は
、
格
子
を
下
ろ
し
妻
戸
を
閉
め
た
。
す
ぐ
に
蒲
を
敷
き
、
枕
元
に
灯
を
と
も
し
、
衣
服
を
直
し
た
。
十
二
月
一

　
目
に
、
入
棺
す
る
衣
服
・
敷
物
・
覆
い
物
等
を
僧
侶
達
に
任
せ
て
作
ら
せ
た
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
紙
で
作
ら
れ
、
覆
い
物
に
は
梵
字
が

　
書
か
れ
た
。
遺
体
は
北
枕
で
西
向
き
に
さ
れ
た
。
僧
侶
が
土
器
に
水
を
入
れ
竹
の
葉
を
持
っ
て
入
り
、
水
を
そ
そ
い
だ
。
次
い
で
棺
の

　
蓋
を
開
け
、
敷
物
を
下
に
敷
き
、
小
僧
達
が
蒲
の
四
方
を
持
っ
て
棺
の
中
に
遺
体
を
安
置
し
、
蒲
の
端
を
押
し
入
れ
た
。
次
に
僧
侶
達

　
が
衣
服
を
着
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
は
た
だ
覆
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
次
に
ま
た
梵
字
を
書
い
た
紙
で
覆
い
、
蓋
を
し
て
、
石
で

　
釘
を
十
つ
つ
打
っ
た
。
一
つ
の
釘
は
一
回
し
か
打
た
な
い
。
次
い
で
棺
の
下
か
ら
三
箇
所
布
で
結
び
、
更
に
一
反
の
布
を
四
等
分
し
て

　
上
下
の
結
び
布
に
結
い
か
ら
め
た
。
こ
れ
は
綱
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
ぎ
に
生
絹
で
覆
い
、
紙
捻
り
を
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
結
び
付
け
、

　
枕
の
方
に
小
幡
（
原
文
は
小
襖
と
な
っ
て
い
る
が
、
恐
ら
く
幡
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
）
を
立
て
た
。
こ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
理
由
は
不
明

　
で
あ
る
。
供
養
・
布
施
が
終
わ
り
、
棺
は
下
人
が
担
ぎ
、
各
々
は
藁
履
を
は
い
て
松
明
を
灯
し
て
山
中
に
掘
っ
た
穴
ま
で
行
き
、
四
人

　
が
綱
を
取
っ
て
棺
を
穴
に
納
め
た
。
ま
ず
、
兄
の
三
品
成
家
が
鋤
で
三
度
土
を
入
れ
、
後
は
雑
人
が
埋
め
た
。
そ
の
後
、
棺
を
担
い
だ

　
棒
を
切
っ
て
、
中
央
に
立
て
た
。
無
事
終
わ
っ
て
、
初
夜
の
鐘
を
聞
い
て
ほ
ど
な
く
山
中
よ
り
帰
っ
た
。
翌
日
が
日
が
良
い
の
で
着
服

　
す
る
こ
と
と
し
、
卯
時
（
朝
の
六
時
）
に
染
色
し
て
午
時
（
十
二
時
）
に
縫
っ
て
、
酉
時
（
午
後
六
時
）
に
着
服
す
る
こ
と
と
し
た
。

　
二
日
に
着
服
し
た
の
で
あ
る
が
、
定
家
の
装
束
は
鈍
色
の
狩
衣
で
尻
を
左
に
し
て
袴
に
入
れ
、
次
い
で
素
服
を
着
け
、
暫
く
し
て
素
服
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を
脱
ぎ
、
こ
れ
を
置
い
て
退
出
し
た
。

　
公
家
も
親
や
近
親
の
為
に
着
服
す
る
時
は
、
素
服
を
着
け
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
名
月
記
』
に
よ
れ
ば
、
葬
儀
の
後
、
日
を
見
て

行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
一
目
で
染
め
て
縫
い
上
げ
、
一
時
着
る
と
す
ぐ
に
脱
い
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
公
家
の
着
服
に
つ
い
て
は
、
『
師
守
記
』
に
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
で
補
っ
て
行
き
た
い
。
康
永
四
年
（
＝
二
四
五
）
二

月
六
目
に
中
原
師
右
が
亡
く
な
り
、
十
二
目
に
初
七
日
の
法
要
が
営
ま
れ
た
。
こ
の
日
に
、
息
子
の
師
守
は
、

　
　
今
日
予
初
著
レ
色
、
鮪
埴
唾
ビ
ポ
・

の
如
く
白
直
垂
を
着
け
た
。
十
九
日
に
、
十
四
日
の
法
要
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
目
も
、

　
　
早
旦
、
家
君
泊
殖
憧
ジ
と
予
泊
殖
雑
ガ
リ
ュ

の
如
く
、
兄
師
茂
と
師
守
は
、
や
は
り
白
直
垂
を
着
け
て
い
る
。
こ
の
目
の
夜
に
著
服
の
儀
が
行
わ
れ
た
。

　
　
今
日
依
レ
為
二
吉
日
一
著
服
、
戌
刻
家
君
、
於
二
曹
局
東
庇
間
「
令
レ
著
二
黒
染
狩
衣
一
給
、
燥
和
》
：
向
二
乾
方
ハ
乍
立
、
令
レ
著
二
素
服
一
給
、

　
　
即
除
レ
之
、
…
次
令
レ
脱
二
黒
染
狩
衣
以
下
一
給
、
鵬
媚
瀞
洞
令
レ
著
二
白
布
直
垂
一
給
也
。

　　　一　　二　二｝

御
著
服
目
録

一
御
装
束
二
具
締
額
荊
酌
勲
概
大
帷
二
肺
聴

一
平
絹
烏
帽
子
二
領
麗
贈
巌
職
胡
常
鵤
調
酎
客

一
花
田
檜
扇
二
本

一
赤
沓
二
足
坦
跨
渡
徽
論
姪
犠
・
譲
ッ
ッ
ヵ
子

一
黒
染
平
絹
帯
二
筋
蘇
騨
憤
講
一
大
口
伽
蟷
古



　
　
　
此
外
素
服
御
装
束
二
具
枷
掛
辮
衣
帯
二
筋
布
染
”
砲

　
　
一
平
絹
帯
懸
蕪
蒲
ガ
子

　
　
一
素
服
麻
布
唐
衣
燦
和
シ

　
　
　
　
已
上
姫
御
料
御
分

こ
れ
に
よ
る
と
、
死
亡
し
て
か
ら
十
四
日
目
の
戌
刻
（
午
後
八
時
）
に
、
喪
主
は
、
平
絹
の
烏
帽
子
を
被
り
（
今
回
は
日
常
の
烏
帽
子
を

用
い
た
）
、
繰
色
に
染
め
た
布
の
大
帷
子
に
フ
シ
ガ
ネ
で
黒
く
染
め
た
布
狩
衣
を
着
け
、
黒
染
め
平
絹
の
帯
を
締
め
、
尋
常
の
大
口
袴
を

は
き
、
赤
い
沓
を
履
い
て
、
繰
色
の
檜
扇
を
持
っ
た
。
そ
し
て
、
立
っ
た
ま
ま
で
そ
の
上
に
フ
シ
カ
ネ
染
め
の
布
の
小
狩
衣
の
よ
う
な
形

を
し
た
素
服
を
着
け
、
す
ぐ
に
脱
い
だ
。
次
に
、
ご
飯
を
一
口
食
べ
た
後
、
黒
染
め
狩
衣
以
下
烏
帽
子
ま
で
脱
い
で
、
白
布
の
直
垂
を
着

け
た
。
続
い
て
師
守
自
身
も
同
様
の
著
服
の
儀
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
更
に
姉
（
姫
）
の
著
服
の
儀
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
素
服
は
、
フ

シ
ガ
ネ
染
め
の
麻
布
の
唐
衣
で
あ
っ
た
。
以
後
二
十
一
日
、
二
十
八
日
と
七
日
毎
の
仏
事
が
四
十
九
日
ま
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

の
間
師
茂
・
師
守
兄
弟
は
、

　
　
三
七
日
也
、
早
旦
家
君
齢
箸
獺
頓
購
骸
扇
予
騰
撫
曄
儲
麩
…
面
々
帰
宅
、
家
君
予
脱
二
黒
染
狩
衣
「
著
二
白
直
垂
（

の
如
く
、
仏
事
に
は
黒
染
狩
衣
を
着
て
、
家
に
帰
る
と
白
直
垂
に
着
替
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
南
北
朝
期
に
お
け
る
公
家
の
素
服
は
、
先
に
天
皇
崩
御
の
場
合
の
素
服
条
で
見
た
よ
う
に
、
黒
染
狩
衣
で
あ
る
が
、
「
小

狩
衣
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
少
々
小
ぶ
り
に
作
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
素
服
の
下
に
着
け
る
凶
服
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
昇
殿
の
場
合
と
異
な
り
、
黒
染
布
狩
衣
で
あ
り
、
帯
も
天
皇
崩
御
の
場
合
と
異
な
り
、
黒
染
平
絹
の
帯
で
あ
る
。
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一
方
、
女
性
の
素
服
は
、
黒
染
麻
の
唐
衣
で
あ
っ
た
。

四
、
武
家
の
葬
儀
と
喪
服

　
武
家
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
、
将
軍
足
利
義
満
が
応
永
十
五
年
（
一
四
〇
八
）
五
月
六
日
に
亡
く
な
り
、
『
鹿
苑
院
殿
嘉
葬
融
』
に
、

　
　
同
夜
潜
自
二
北
御
所
ハ
奉
レ
盗
ゴ
出
干
等
持
院
ハ
其
儀
密
々
也
、

の
如
く
、
亡
く
な
っ
た
夜
に
密
か
に
遺
体
を
盗
み
だ
し
、
等
持
院
に
安
置
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
文
治
四
年
（
＝
八
八
）
二
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

九
条
兼
実
の
息
子
藤
原
良
通
が
死
去
し
た
時
も
棺
を
盗
み
出
す
と
『
玉
葉
』
は
記
し
て
お
り
、
こ
れ
は
当
時
公
家
武
家
を
問
わ
ず
行
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
い
た
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
『
教
言
卿
記
』
は
十
日
の
等
持
院
で
の
茶
毘
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
今
目
鹿
苑
院
殿
、
於
二
等
持
院
寺
一
御
茶
毘
云
々
、
此
間
細
々
奉
公
輩
、
浄
衣
ニ
テ
御
共
、
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
衣
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
一
御
所
　
御
浄
衣
、
御
藁
沓
役
教
冬
卿
、
御
劔
教
有
朝
臣
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
同

　
　
新
御
所
　
同
、
御
藁
沓
教
興
朝
臣
、
御
劔
豊
光
朝
臣
、

　
　
　
　
　
浄
衣
　
　
　
　
　
　
　
　
　
浄
衣
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
同

　
　
　
　
　
日
野
一
位
大
納
言
、
師
中
納
言
、
北
畠
中
納
言
、
勧
修
寺
中
納
言
、
前
右
兵
衛
督
、
中
山
宰
相
、
別
当
、

　
　
一
公
卿

　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
一

　
　
一
殿
上
人
　
豊
光
朝
臣
、
教
興
朝
臣
、
・

　
　
十
一
目

　
　
一
御
取
骨
早
旦
之
儀
云
円
、

　
　
御
浄
衣

　
　
御
所

　
　
同

　
　
新
御
所

　
　
同

　
　
　
一
位
大
納
言
、
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こ
れ
に
よ
る
と
、
茶
毘
に
参
列
し
た
息
子
で
あ
る
将
軍
義
持
及
び
義
嗣
を
は
じ
め
と
し
て
公
卿
・
殿
上
人
・
奉
公
輩
全
て
浄
衣
を
着
用
し

て
い
る
。
こ
れ
は
翌
日
の
取
骨
儀
の
時
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
『
鹿
苑
院
殿
亮
葬
記
』
に
は
、
茶
毘
の
日
の
殿
上
人
以
外
の
人
々
の
装

束
が
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
る
と
、

　
　
管
領
墨
染
衣
袴
、
勘
解
由
小
路
入
道
、
醐
囎
嬢
論
敏
獅
諸
大
名
、
沙
弥
等
各
鎧
直
垂
、
紺
、
奉
行
己
下
如
レ
此
云
々
。
但
俗
男
者
思
々
直
垂

　
　
也
云
々
。

の
如
く
で
あ
り
、
管
領
の
墨
染
衣
袴
の
他
は
鎧
直
垂
や
種
々
の
直
垂
姿
で
あ
っ
た
。

　
将
軍
足
利
義
晴
は
、
天
文
十
九
年
（
一
五
五
〇
）
五
月
に
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
葬
儀
の
様
子
が
『
万
松
院
殿
穴
太
勧
』
に

詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
武
家
の
葬
儀
の
様
子
を
み
て
行
き
た
い
。

　
　
五
月
四
日
に
亡
く
な
り
、
七
日
の
寅
の
刻
（
午
前
四
時
）
に
桶
に
入
れ
て
輿
に
乗
せ
、
忍
び
や
か
に
東
山
慈
照
寺
に
移
し
、
輿
を
西

　
向
き
に
据
え
た
。
未
の
刻
（
午
後
二
時
）
に
、
等
持
院
の
僧
が
や
っ
て
き
て
沐
浴
を
し
た
。
髪
を
剃
り
、
墨
染
の
衣
に
袈
裟
を
着
け
さ

　
せ
、
帽
子
を
か
ぶ
せ
た
。
宰
相
中
将
は
、
こ
の
日
か
ら
素
服
を
着
け
た
。
九
目
に
、
御
台
は
髪
を
落
と
し
た
。
二
十
一
日
に
慈
照
寺
の

　
中
に
葬
場
の
普
請
を
し
た
。
代
々
の
葬
礼
は
等
持
院
で
行
っ
て
い
た
が
、
乱
れ
た
世
な
の
で
慈
照
寺
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
仏
事
が
終
わ
っ
た
後
、
素
服
の
二
人
が
輿
を
担
ぎ
出
し
た
。
大
屋
は
、
七
間
四
面
で
、
高
さ
一
間
・
横
三
寸
の
板
を
左
前
に
檜
垣
の
よ

　
う
に
打
っ
て
、
上
中
下
に
縁
が
あ
る
。
四
方
に
一
間
半
の
口
を
開
け
、
そ
の
通
り
に
は
高
さ
二
間
の
鳥
居
を
設
け
て
あ
る
。
四
方
に
額

　
を
掛
け
、
東
は
発
心
門
、
南
は
修
行
門
、
西
は
菩
提
門
、
北
は
浬
繋
門
で
真
中
に
火
屋
が
あ
る
。
火
屋
は
一
間
半
の
四
角
形
で
高
さ
は

　
二
間
、
屋
根
は
の
し
葺
に
破
風
を
打
っ
て
い
る
。
小
壁
は
板
で
、
柱
は
ぬ
き
が
無
く
、
裾
を
広
げ
て
建
て
て
あ
る
。
火
屋
の
穴
は
、
碗

　
の
入
る
程
度
に
掘
り
、
角
を
と
っ
た
の
で
八
角
形
の
よ
う
に
見
え
る
。
四
方
に
輿
口
が
あ
る
。
白
壁
を
塗
っ
た
。
ま
ず
先
頭
に
白
鵯
毛

　
の
太
く
て
た
く
ま
し
い
馬
に
、
黒
鞍
を
置
き
、
鈍
色
の
鰍
を
か
け
、
鐙
の
中
ま
で
黒
塗
り
に
し
て
、
素
服
の
一
人
が
馬
に
添
っ
て
火
屋
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を
三
度
回
り
、
そ
の
後
は
炬
を
執
る
人
が
取
る
こ
と
が
例
と
な
っ
て
い
る
の
で
中
間
が
乗
っ
て
出
て
行
っ
た
。
次
に
炬
松
を
力
者
が
持

ち
、
鉢
は
行
者
が
打
つ
。
次
に
赤
地
の
文
字
を
書
い
た
金
欄
の
幡
四
流
を
四
人
が
持
つ
。
欽
は
平
僧
四
人
が
勤
め
た
。
鼓
は
西
堂
四
人

が
打
っ
た
。
燭
台
、
香
炉
・
花
瓶
、
湯
瓶
、
茶
湯
、
掛
真
、
雪
柳
四
本
は
平
僧
十
一
人
が
持
っ
た
。
位
牌
は
本
来
は
家
督
が
持
つ
べ
き

　
で
あ
る
が
、
乱
れ
世
な
の
で
慈
照
寺
の
院
主
が
持
っ
た
。
碗
は
力
者
四
人
が
担
い
だ
。
次
い
で
僧
達
が
阿
弥
陀
を
唱
え
て
歩
ん
だ
。
次

　
に
山
頭
の
仏
事
が
あ
っ
た
。
執
炬
・
彙
湯
・
負
茶
・
念
諦
・
挙
経
が
あ
り
、
何
れ
も
火
屋
の
内
を
三
辺
回
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
火
葬

　
に
し
た
。
こ
の
間
、
大
納
言
・
中
納
言
達
は
、
烏
帽
子
直
垂
姿
で
西
の
築
地
の
際
に
着
座
し
た
。
そ
の
日
の
未
の
刻
（
午
後
二
時
）
に

　
収
骨
が
行
わ
れ
た
。
五
月
二
十
六
日
に
中
陰
結
願
が
行
わ
れ
、
こ
の
日
に
除
服
で
あ
る
。
酉
の
刻
（
午
後
六
時
）
に
宝
泉
寺
の
門
の
外

　
に
屏
風
を
立
て
、
火
を
灯
し
て
吉
服
に
改
め
た
。
祓
を
し
て
、
公
卿
の
一
人
が
素
服
を
持
っ
て
出
た
。
閏
五
月
二
十
三
日
に
四
十
九
日

　
の
仏
事
が
行
わ
れ
た
。

　
以
上
が
足
利
義
晴
の
葬
儀
次
第
で
あ
る
が
、
義
晴
は
、
剃
髪
し
て
墨
染
衣
に
袈
裟
を
着
け
さ
せ
、
法
躰
に
し
て
入
棺
し
た
の
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
れ
は
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
正
月
七
日
に
亡
く
な
っ
た
将
軍
足
利
義
政
の
時
も
同
様
で
あ
っ
た
。
こ
の
他
の
足
利
将
軍
の
入
棺
の

様
子
は
不
明
な
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
当
時
の
武
家
は
、
法
躰
に
し
て
葬
る
こ
と
が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

点
は
、
天
皇
・
公
卿
の
葬
送
の
仕
方
と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
ま
た
、
喪
服
で
あ
る
が
、
義
満
の
時
は
葬
送
の
参
列
者
達
の
主
立
っ
た
人
々
は
浄
衣
を
着
て
い
る
。
義
晴
の
揚
合
は
、
参
列
し
た
大
納

言
・
中
納
言
達
は
烏
帽
子
直
垂
で
あ
る
が
、
そ
の
色
は
不
明
で
あ
る
。
義
満
の
時
代
の
浄
衣
で
あ
る
が
、
応
永
六
年
（
＝
二
九
九
）
に
書

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
れ
た
『
装
束
雑
事
抄
』
に
、

　
　
浄
衣
事

　
　
白
布
こ
は
こ
は
と
調
ず
、
上
は
布
衣
に
同
じ
、
…
は
か
ま
も
同
じ
布
、
…

　　＿＿」一
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と
記
さ
れ
て
お
り
、
浄
衣
は
、
狩
衣
形
で
上
衣
も
袴
も
白
布
製
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
一
四
〇
八
年
の
義
満
の
葬
儀
の
時
に
は

主
た
る
参
列
者
は
、
白
の
喪
服
を
着
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
⑳

『
建
内
記
』
の
永
享
十
一
年
（
一
四
三
九
）
二
月
十
八
日
条
に
、

　
　
今
日
向
二
右
中
弁
明
豊
朝
臣
父
喪
「
自
レ
門
外
示
レ
之
、
…
彼
朝
臣
凶
服
也
、
布
直
垂
浅
墨
二
染
之
、
彼
父
卿
在
世
、
逢
一
一
父
中
納
言

　
　
縮
俊
喪
一
之
時
、
直
垂
只
白
色
、
不
二
浅
墨
噛
今
如
レ
此
如
何
、
当
時
大
炊
御
門
前
内
府
逢
二
故
内
府
鯨
氏
服
一
時
、
直
垂
浅
墨
也
、
其
時
、

　
　
故
甘
露
寺
一
品
鯨
慢
只
可
レ
為
二
白
色
一
欺
之
由
、
有
二
背
後
一
也
、

の
如
く
、
中
御
門
明
豊
の
父
が
亡
く
な
っ
た
の
で
万
里
小
路
時
房
が
そ
の
弔
問
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
明
豊
は
浅
墨
染
の
直
垂
を
着
て
い
た
。

し
か
し
、
明
豊
の
父
が
在
世
中
、
そ
の
父
の
喪
に
会
っ
た
時
は
た
だ
白
の
直
垂
で
あ
っ
て
、
浅
墨
色
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
、
大
炊
御
門

前
内
府
が
故
内
府
の
喪
に
会
っ
た
時
浅
墨
の
直
垂
を
着
て
い
た
ら
、
故
甘
露
寺
兼
長
が
た
だ
白
に
な
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
浅
墨
色
と
白
色
と
い
ず
れ
が
正
し
い
か
も
め
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
一
四
〇
〇
年
頃
に
は
、
白
色
の
喪
服
が
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

な
り
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
や
は
り
、
こ
の
時
期
に
書
か
れ
た
『
海
人
藻
芥
』
の
僧
俗
重
服
事
条
に
、

　
　
俗
人
之
服
衣
者
、
白
直
垂
也
、
袖
ノ
露
ヲ
令
レ
略
ト
テ
糸
モ
ナ
シ
、
紐
計
也
、
紐
ヲ
モ
略
ス
ル
説
ア
リ
、
可
レ
為
二
所
意
一
也
、
烏
帽
子

　
　
モ
コ
ユ
ヒ
ヲ
略
ス
ル
也
、
童
形
モ
着
服
ノ
時
ハ
眉
ヲ
不
レ
蚕
云
々
、
鎌
倉
ニ
ハ
白
布
二
墨
ヲ
チ
ト
入
レ
テ
薄
墨
二
染
也
、

と
見
え
、
僧
侶
以
外
の
入
の
喪
服
は
、
露
を
略
し
た
白
色
の
直
垂
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
薄
墨
に
染
め
る
の
は
、
鎌
倉
時
代

の
風
習
で
あ
り
、
白
の
方
が
新
し
い
風
習
の
よ
う
で
あ
る
。
公
家
の
項
で
引
用
し
た
『
師
守
記
』
で
も
、
着
服
の
儀
や
法
要
の
時
の
み
黒

色
狩
衣
を
着
る
が
、
日
常
の
喪
服
は
白
直
垂
で
あ
る
。
従
っ
て
、
十
四
世
紀
の
半
頃
に
は
、
喪
服
は
白
系
統
に
移
行
し
て
い
る
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
こ
の
白
系
統
の
喪
服
は
、
以
後
も
継
承
さ
れ
て
ゆ
く
。
『
幽
齊
尊
翁
御
葬
禮
記
』
に
、
慶
長
十
五
年
（
一
六
一
〇
）
九
月
十
八
目
の
細
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川
忠
興
の
父
藤
孝
の
葬
儀
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
時
に
も
諸
士
は
白
い
小
袖
に
上
下
、
舎
人
は
白
い
素
襖
を
着
、
女
房
は
白

い
絹
か
づ
き
を
被
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
忠
興
だ
け
は
、
鈍
色
の
束
帯
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
、
素
服
以
外
の
喪
服
の
場
合
、
伝
統
に
則
っ
た
束
帯
等
は
黒
系
統
と
な
る
が
、
十
四
世
紀
半
頃
よ
り
白
系
統

の
喪
服
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

五
、
お
わ
り
に

　
以
上
、
中
世
に
お
け
る
天
皇
、
公
家
、
武
家
の
葬
儀
と
喪
服
を
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
引
用
し
た
公
家
の
葬
儀
の
例
は
一

二
〇
〇
年
頃
の
も
の
で
、
天
皇
の
葬
儀
と
武
家
（
将
軍
）
の
葬
儀
は
い
ず
れ
も
一
五
〇
〇
年
前
後
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
間
に
は
三
〇
〇

年
も
の
隔
た
り
が
あ
る
。
ま
た
、
天
皇
と
将
軍
は
い
ず
れ
も
火
葬
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
公
家
の
は
土
葬
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
三
者

を
一
様
に
比
較
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
死
者
装
束
は
三
者
三
様
で
あ
る
。
天
皇
の
場
合
は
、
白
布
の
帷

子
・
下
袴
・
機
を
着
け
て
入
棺
し
、
上
か
ら
直
衣
と
大
口
袴
を
入
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
公
家
の
場
合
は
、
紙
衣
（
梵
字
を
書
く
場

合
も
あ
る
）
を
遺
体
に
掛
け
る
の
み
で
あ
り
、
将
軍
は
、
髪
を
剃
り
墨
染
衣
に
袈
裟
を
か
け
て
法
躰
に
し
て
入
棺
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。　

将
軍
が
法
躰
と
な
っ
て
葬
送
さ
れ
た
背
景
に
は
、
当
時
の
武
士
の
精
神
生
活
が
窺
え
る
。
殺
生
を
業
と
す
る
武
士
の
生
活
は
、
極
楽
浄

土
へ
の
道
と
相
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
死
に
直
面
し
た
時
に
願
う
の
は
や
は
り
極
楽
往
生
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ

の
武
士
の
葬
祭
に
深
く
関
わ
っ
た
の
が
、
禅
宗
で
あ
る
。
禅
宗
は
十
三
世
紀
半
ば
に
は
既
に
葬
式
に
関
与
し
て
お
り
、
南
北
朝
期
に
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
関
わ
り
を
深
め
て
い
る
。
在
家
の
死
者
に
戒
法
を
さ
ず
け
て
出
家
さ
せ
、
浄
土
へ
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
喪
服
の
色
も
、
南
北
朝
以
降
白
が
主
流
と
な
っ
て
ゆ
く
が
、
こ
れ
も
禅
宗
が
葬
式
に
深
く
関
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。
禅
宗
の
僧
は
従
来
の
も
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
法
衣
を
用
い
た
。
そ
れ
は
中
国
様
式
の
直
綴
で
あ
り
、
そ
の
色
は
通
常
紺

ま
た
は
黒
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
直
綴
と
同
形
の
道
服
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
は
白
色
の
も
の
が
主

流
で
あ
る
。
し
か
も
・
の
道
服
は
、
上
流
武
家
や
公
奪
で
仏
門
に
入
・
た
・
入
道
が
着
用
す
る
も
の
で
あ
・
㎏
・
こ
の
よ
う
に
・
室
町

時
代
に
な
る
と
禅
宗
の
僧
服
に
白
色
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
こ
と
と
、
喪
服
の
白
色
へ
の
変
化
と
は
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な

あ
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
む

カ
ろ
う
カ

　
そ
し
て
、
白
色
の
喪
服
を
着
用
し
た
背
景
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
武
士
の
公
家
文
化
か
ら
の
精
神
的
自
立
志
向
が
考
え
ら
れ
る
。
鎌
倉

時
代
に
お
い
て
は
、
ま
だ
喪
服
は
黒
系
統
が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
建
武
の
中
興
を
経
て
、
天
皇
中
心
の
公
家
政
権
に
対
し
て
絶
対

的
優
位
に
立
っ
た
武
家
政
権
は
、
精
神
的
に
も
自
立
し
て
い
っ
た
。
そ
の
結
果
が
、
喪
服
へ
の
白
系
統
の
登
場
と
考
え
ら
れ
る
。
天
皇
崩

御
に
伴
う
伝
統
的
な
錫
綜
．
素
服
・
諒
闇
服
、
及
び
公
家
・
武
家
の
葬
儀
に
一
時
的
に
着
用
す
る
素
服
装
束
以
外
の
喪
服
が
白
系
統
に
変

化
し
て
い
っ
た
の
は
、
武
家
政
権
下
に
お
け
る
武
士
の
精
神
的
自
立
の
結
果
に
よ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

と
に
対
し
て
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
も
の
に
、
禅
宗
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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喪
服
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
古
代
に
お
け
る
喪
服
の
研
究
」
の
注
1
を
参
照
。
中
世
の
葬
送
に
つ
い
て
は
、
水
藤
真

『
中
世
の
葬
送
・
墓
制
』
（
吉
川
弘
文
館
）
が
あ
る
。

『
名
月
記
』
（
国
書
刊
行
会
本
）
建
久
三
年
三
月
十
三
日
条
。

院
已
崩
御
、
…
即
着
二
束
帯
一
先
参
二
関
白
殿
↓
…
蔵
人
次
官
親
国
着
一
表
冠
↓
…
此
間
殿
上
人
等
皆
巻
縷
、
…
御
入
棺
今
夜
也
、
十
四
日
、
…
謁
二
宰

相
中
将
一
云
、
諒
闇
物
具
等
小
々
尋
申
、
…
随
二
本
府
役
一
時
着
二
位
抱
↓
殿
上
役
着
二
鶴
波
美
↓
行
幸
之
時
着
二
位
砲
閾
腋
哨
…
十
六
日
、
…
夜
前
之

儀
、
亥
時
許
出
御
、
庇
御
車
、
下
北
面
物
六
人
、
取
二
松
明
一
在
二
御
車
前
↓
殿
上
人
素
服
在
二
御
車
辺
↓
其
次
公
卿
相
並
歩
行
、
…
十
七
日
、
…
今

日
卿
相
人
々
相
語
云
、
内
裏
給
二
素
服
一
人
、
其
日
錐
レ
給
、
以
二
私
日
次
一
着
レ
之
、
又
御
僑
廠
之
間
、
或
着
二
位
抱
↓
或
着
二
吉
服
↓
…
十
九
日
、
…



③

初
七
日
講
莚
不
レ
被
レ
始
巳
前
、
被
レ
立
二
御
諦
経
使
↓
…
今
日
公
卿
以
下
巻
縷
垂
縷
様
々
也
、
…
素
服
人
々
或
着
レ
之
、
或
未
レ
着
。
…
渡
コ
御
椅
盧
↓

亥
時
云
々
、
…
二
十
四
日
、
…
蔵
人
範
孝
語
云
、
入
自
御
椅
盧
一
之
儀
…
其
後
公
卿
殿
上
人
相
引
向
二
東
車
寄
門
↓
南
上
東
面
列
立
、
各
着
二
素
服
↓

蕪
束
帯
之
上
着
・
之
、
－
二
＋
六
日
、
－
素
服
人
・
、
毎
・
七
月
装
束
之
上
着
・
素
墨
螺
二
＋
八
日
、
．
．
含
日
次
箕
傍
密
・
先
着
・
諒

闇
↓
醸
幅
貫
－
四
月
二
日
・
－
次
撤
一
農
御
装
衷
被
・
改
・
御
装
束
ス
、
例
橡
籍
御
衣
、
鈍
色
御
袴
、
讐
御
引
直
衣
之
由
也
、
四
日
、
・
．
・

三
七
日
也
、
…
今
日
兼
宗
、
成
定
、
雅
行
朝
臣
、
冬
衣
冠
垂
繧
、
下
官
兄
弟
巻
縷
、
顕
家
甑
謙
滞
隆
保
同
レ
之
、
巳
上
吉
服
、
経
仲
、
兼
定
、
諒

闇
束
帯
、
公
卿
大
略
諒
闇
、
棘
鰭
蝉
…
六
日
…
参
二
宮
御
方
↓
頭
亮
蔵
人
佐
等
着
レ
橡
、
右
大
弁
蔵
人
頭
亮
等
未
レ
着
レ
之
、
殿
下
女
房
云
、
諒
闇
御

装
束
等
兼
レ
日
被
二
調
儲
↓
私
不
吉
一
日
之
内
調
レ
之
也
、
於
二
公
事
者
一
不
レ
然
云
々
。
九
日
、
天
晴
、
辰
時
着
二
束
帯
↓
顯
鞘
参
二
六
条
殿
↓
坊
門
中

納
言
御
仏
事
也
、
…
十
一
日
、
天
晴
、
未
時
参
院
、
束
帯
、
即
被
レ
始
二
四
七
日
御
講
↓
…
顕
家
巻
綴
巳
下
吉
服
束
帯
多
、
…
信
清
朝
臣
橡
束
帯
。
…

『
明
応
凶
事
記
』
（
『
続
群
書
類
従
』
三
十
三
巻
下
）
明
応
九
年
九
月
二
十
八
日
条
。

既
有
二
御
事
一
也
…
南
首
西
面
臥
御
、
…
今
夜
戌
刻
許
、
有
二
御
北
首
之
事
↓
…
其
儀
侍
従
亜
相
奉
レ
持
二
御
枕
方
↓
噸
轍
強
錬
坊
予
奉
レ
捕
二
御
足
↓
麟

靴歳

ｭ洒

h
炉
罰
断
匹
衡
胞
購
好
催
頼
欄
紡
齢
酵
所
細
滋
蝸
馳
公
卿
、
粗
櫛
予
、
徽
麗
但
装
束
者
今
暁
馳
参
時
之
体
也
、
別
不
レ
相
ゴ
着
巻
櫻
一
者
、
有
二
御
事
一
以
後

各
巻
櫻
、
巻
縷
事
、
吉
事
之
時
者
、
外
方
へ
巻
、
凶
事
之
時
者
、
内
方
へ
巻
、
是
諸
家
多
分
之
説
也
、
…
守
光
朝
臣
等
不
二
巻
縷
一
也
、
…
十
月
大
、

鰍
欄
ザ
蹴
賄
靴
購
ガ
遭
勝
櫛
融
汚
鰍
躯
誰
鰭
洗
剴
也
、
四
日
辛
酉
、
晴
、
今
夜
御
入
棺
也
、
…
先
有
二
御
沐
湯
之
事
↓
」
御
浴
後
御
服
納
一
一
弘
蓋
↓
…
御
帷
二
、

御
驚
…
購
一
浴
後
着
御
下
袴
、
御
機
、
配
肚
花
鱒
次
又
御
直
衣
、
御
大
口
、
嚇
杯
噺
擁
獅
…
御
浴
湯
中
御
冠
猶
着
御
也
、
御
直
衣
等
者
無
二
着
御
之
儀
↓

御
入
棺
之
時
同
奉
レ
入
二
御
棺
一
也
、
…
御
入
棺
儀
畢
、
板
上
敷
二
御
茜
↓
徽
麟
鵬
脱
塒
其
上
奉
コ
安
御
棺
↓
西
面
四
方
立
ゴ
廻
御
屏
風
ハ
邸
鞘
徽
殿
購
齪
澱
撒
加

刃
納
ぴ
献
デ
蝶
麟
其
廻
畳
如
レ
元
敷
レ
之
也
、
次
供
二
御
膳
↓
西
面
御
屏
風
外
置
二
白
木
棚
↓
次
陪
膳
、
…
御
膳
数
四
膳
、
御
菓
子
一
膳
、
巳
上
五
膳
、

…
暫
而
進
寄
撤
レ
之
、
…
十
一
月
八
日
己
未
、
晴
、
今
日
泉
涌
寺
葬
揚
殿
為
二
見
物
一
人
々
同
道
、
…
葬
場
殿
檜
皮
葺
也
、
北
面
有
二
御
車
寄
ハ
其
在

所
山
門
跡
西
南
角
也
、
檜
皮
葺
殿
舎
一
間
四
面
也
、
棟
宝
形
也
、
以
二
金
彩
玉
↓
其
中
央
有
二
火
燈
↓
畝
験
四
方
有
・
門
、
白
木
作
鳥
居
也
、
扉
井
脇

壁
皆
檜
培
也
、
四
方
有
・
額
、
以
二
金
彩
字
↓
東
門
額
発
心
、
南
門
修
行
、
西
方
菩
提
、
北
方
浬
繋
、
以
二
浬
薬
門
一
為
二
入
御
之
御
門
↓
宝
輿
六
角

之
砲
也
、
柱
黒
塗
、
棟
宝
形
、
以
二
金
彩
玉
↓
八
方
以
二
唐
錦
一
張
レ
之
、
四
方
有
二
鳥
居
↓
面
方
有
二
金
鋪
鎖
之
↓
韓
白
木
也
、
以
二
生
絹
一
縫
褻
レ
之
、

大
幡
四
本
皆
唐
錦
也
、
有
二
龍
首
天
蓋
↓
同
以
二
唐
錦
一
張
レ
之
、
…
十
一
日
壬
酉
、
晴
、
今
夜
御
葬
礼
也
、
…
次
御
車
動
灘
鵬
撮
乏
間
働
郷
纈
馳
削
誠
刷
魍
翻

鵬鱒

ﾚ
華
指
コ
寄
東
面
妻
戸
↓
…
次
僧
衆
鼻
二
御
棺
一
奉
乗
・
之
、
・
．
・
行
列
様
、
先
諸
大
夫
二
人
取
二
松
明
一
前
行
、
次
踊
官
二
人
左
右
前
行
、
次
御
車

副
四
人
、
次
御
車
、
以
諸
大
夫
二
人
、
崩
楯
襖
次
召
次
二
人
、
次
聴
相
従
、
次
圓
満
院
宮
御
供
奉
、
遡
一
懸
次
公
卿
花
山
院
前
左
大
臣
、
鍼
灘
侍
従
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大
納
言
、
額
徽
民
部
卿
、
徽
翠
前
権
中
納
言
、
胴
按
察
、
胴
中
山
中
納
言
、
額
継
：
藤
原
資
直
、
嫉
噸
縷
…
奉
・
鼻
二
御
棺
響
於
二
仏
殿
内
一
奉
レ
乗
二

宝
輿
↓
灘
鶏
蛛
次
撤
二
御
屏
風
唖
次
供
二
九
備
菜
↓
次
読
疏
、
…
奉
レ
鼻
宝
輿
↓
出
二
仏
殿
一
至
二
葬
場
殿
↓
即
入
二
北
面
浬
繋
門
↓
…
次
宝
輿
鼻
コ
居
櫨

上
一
之
時
、
僧
衆
皆
出
二
葬
場
殿
鴨
即
閉
二
浬
藥
門
↓
…
十
二
日
壬
戌
、
晴
、
今
朝
即
御
収
骨
儀
也
、

『
明
応
凶
事
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
敦
有
卿
記
』
（
『
続
群
書
類
従
』
巻
九
九
一
）
に
よ
れ
ば
、
応
永
五
年
（
＝
二
九
八
）
正
月
十
七
日

に
崇
光
院
の
葬
儀
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
時
「
其
儀
剋
限
、
各
布
衣
着
二
藁
沓
↓
参
コ
候
庭
上
こ
の
如
く
藁
沓
を
着
け
て
い
る
。
従
来
か
ら
の
風
習

と
し
て
、
恐
ら
く
こ
の
後
土
御
門
天
皇
の
場
合
も
藁
沓
を
着
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
左
経
記
』
は
史
料
大
成
本
を
使
用
。

拙
稿
「
日
本
古
代
に
お
け
る
喪
服
の
研
究
」
九
頁
参
照
。

『
中
右
記
』
は
、
史
料
大
成
本
を
使
用
。

『
玉
葉
』
は
、
国
書
刊
行
会
本
を
使
用
。

『
和
長
卿
記
（
菅
別
記
）
』
は
、
『
続
群
書
類
従
』
巻
三
一
五
に
よ
る
。

『
迎
陽
記
』
は
『
大
日
本
史
料
』
北
朝
貞
治
三
年
七
月
二
十
六
日
条
に
よ
る
。

『
玉
葉
』
建
久
三
年
三
月
十
九
日
条
に
、
コ
王
上
着
二
御
装
束
↓
賠
蝦
獅
糊
鎚
徽
糊
鞭
に
獅
案
L
と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
玉
葉
』
建
久
三
年
四
月
二
日
条
に
よ
れ
ば
、
「
頭
中
将
持
割
参
錫
綜
御
装
束
↓
館
翻
陸
勉
脚
締
媚
甦
脚
議
錬
池
、
次
召
忠
季
朝
臣
、
奉
仕
御
装
束
、
依
安
元

例
、
只
着
御
大
口
、
御
袖
、
表
衣
等
、
自
余
略
了
、
着
御
了
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
除
服
の
時
は
先
例
に
倣
っ
て
、
簡
略
に
な
り
、
大
口
、
袖
、

表
衣
の
み
し
か
着
け
て
い
な
い
。

『
平
戸
記
』
は
、
史
料
大
成
本
に
よ
る
。

『
薩
戒
記
』
は
、
『
続
群
書
類
従
』
巻
三
一
五
に
よ
る
。

『
基
量
卿
記
』
（
『
古
事
類
苑
』
礼
式
部
二
入
）
延
宝
六
年
（
＝
ハ
七
八
）
六
月
二
十
日
条
に
、
「
臣
素
服
。
一
大
形
大
帷
ノ
袖
ナ
キ
物
也
。
跡
嘩
」

と
あ
り
、
袖
な
し
羽
織
の
よ
う
な
形
態
の
図
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

養
和
元
年
十
二
月
五
日
条
に
、
「
着
二
素
服
↓
樋
珊
舗
蹄
縄
…
軽
服
帯
、
麻
布
布
巻
紙
也
」
と
見
え
る
。

『
後
愚
昧
記
』
は
、
『
古
事
類
苑
』
礼
式
部
二
八
に
よ
る
。

『
後
成
恩
寺
殿
下
記
』
は
『
続
群
書
類
従
』
巻
九
九
一
に
よ
る
。

一一　三一
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『
玉
葉
』
は
、
後
鳥
羽
天
皇
の
諒
闇
服
に
つ
い
て
、
「
黒
御
直
衣
・
鈍
色
二
御
衣
・
柑
子
色
御
袴
等
也
」
と
記
し
て
い
る
。

『
後
成
恩
寺
関
白
諒
闇
記
』
は
『
続
群
書
類
従
』
巻
九
九
二
に
よ
る
。

『
親
長
卿
記
』
（
『
古
事
類
苑
』
礼
式
部
二
八
）
文
明
三
年
二
月
十
七
目
条
。

『
名
月
記
』
元
久
元
年
十
一
月
三
十
日
条

以
二
此
小
僧
小
冠
↓
御
席
許
ヲ
奉
二
引
下
↓
灯
ヲ
御
枕
二
と
も
し
て
、
御
衣
等
ヲ
令
レ
直
、
先
レ
是
、
予
自
下
二
格
子
↓
閑
二
妻
戸
↓
…
十
二
月
一
日
、

：
喚
二
両
籠
僧
↓
可
レ
入
二
御
棺
一
物
具
等
、
梵
字
事
等
示
レ
預
レ
之
、
以
レ
紙
作
＝
御
衣
↓
又
有
二
敷
物
↓
有
二
覆
物
ハ
霜
焚
皆
紙
也
、
任
二
僧
達
一
令
レ
調
、

…
臨
終
時
小
僧
重
次
、
昇
二
御
棺
一
自
一
一
堂
後
戸
甲
入
二
御
遣
戸
↓
安
コ
置
東
方
↓
醐
醸
靴
髄
…
僧
以
二
土
器
一
受
レ
水
、
以
二
竹
葉
↓
嚇
泣
グ
加
旨
参
入
、
珈

奉
灌
様
二
す
る
也
、
次
件
杓
土
器
等
置
二
拗
下
↓
好
貯
次
開
二
御
棺
蓋
↓
織
撒
騨
敷
三
敷
物
於
二
棺
中
↓
次
小
僧
成
安
、
重
次
、
信
乃
房
、
以
一
一
御
席
四

方
一
奉
コ
安
棺
中
一
了
、
押
ゴ
入
席
端
↓
次
僧
達
寄
奉
レ
令
レ
着
二
御
衣
等
↓
甑
顎
次
又
覆
二
梵
字
書
紙
↓
次
覆
レ
蓋
、
次
打
レ
釘
、
釘
十
云
々
、
以
レ
石
打
レ

之
、
侮
棚
只
次
自
レ
下
融
レ
布
三
所
結
レ
之
、
雛
肺
棚
A
．
次
布
一
段
ヲ
四
二
切
て
、
上
下
の
結
布
に
融
天
か
ら
む
、
是
綱
料
云
々
、
次
覆
二
生
絹
ハ
以
二
紙

捻
騨
所
々
結
コ
付
之
↓
御
枕
方
に
立
二
小
襖
門
解
脚
次
纈
素
入
道
瘍
供
養
仏
経
、
次
例
時
了
、
如
・
形
布
施
了
、
各
出
著
二
藁
履
↓
成
安
著
二
藁
履
一
取
二

松
明
一
昇
、
御
枕
灯
二
と
も
し
付
了
出
、
次
重
次
小
僧
奉
レ
鼻
三
御
棺
於
二
縁
下
↓
…
昇
巽
山
経
塔
南
入
二
山
中
↓
奉
ゴ
安
穴
口
↓
僧
達
呪
願
、
次
読
例

時
、
次
四
人
者
取
・
綱
奉
コ
安
穴
内
噛
僧
達
行
レ
之
、
次
三
品
以
・
鋤
三
度
入
・
土
給
之
後
、
以
二
雑
人
等
一
令
二
出
埋
↓
棺
の
あ
う
こ
を
切
て
中
央
二
立

云
々
、
無
程
事
誰
、
聞
二
初
夜
鐘
↓
不
レ
経
二
幾
程
一
帰
レ
自
二
山
中
↓
…
著
服
事
明
日
宜
日
也
、
卯
時
染
色
、
午
時
裁
縫
、
酉
時
可
レ
著
白
、
…
二
日
、

…
今
目
可
一
一
著
服
鴨
…
予
装
束
具
鈍
色
、
衣
尻
左
袴
二
入
、
次
著
二
素
服
↓
其
入
二
安
坐
↓
小
時
脱
二
素
服
↓
鮒
箱
冷
置
レ
之
退
出
、

『
師
守
記
』
は
、
『
大
日
本
史
料
』
貞
和
元
年
二
月
六
日
条
に
よ
る
。

『
鹿
苑
院
殿
箆
葬
記
』
は
、
『
群
書
類
従
』
巻
五
一
九
に
よ
る
。

二
月
二
十
日
条
。
「
二
十
二
日
入
棺
、
同
夜
可
レ
盗
コ
出
嵯
峨
辺
堂
こ

『
教
言
卿
記
』
は
、
『
大
日
本
史
料
』
応
永
十
五
年
五
月
六
日
条
に
よ
る
。

『
万
松
院
殿
穴
太
記
』
（
『
群
書
類
従
』
巻
五
二
〇
）

五
月
四
日
戊
辰
の
辰
の
刻
に
。
御
年
春
秋
四
十
と
申
に
。
臨
終
正
念
に
ま
し
ま
し
て
御
事
き
れ
さ
せ
給
け
り
。
…
七
日
寅
刻
に
穴
太
の
新
坊
よ
り

む
な
し
き
御
か
ら
を
東
山
慈
照
寺
に
出
し
奉
る
。
桶
に
入
れ
な
が
ら
御
輿
に
め
さ
せ
て
。
…
斯
て
御
こ
し
を
石
山
の
間
の
西
向
に
か
き
す
へ
。
…

今
日
未
刻
に
等
持
院
の
僧
衆
ま
い
り
て
御
沐
浴
の
事
。
等
持
院
蔭
凍
軒
御
髪
を
そ
ら
る
。
な
を
よ
く
そ
り
奉
り
て
。
…
墨
染
の
御
衣
。
袈
裟
。
御
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帽
子
杯
さ
せ
奉
る
有
様
。
目
も
当
れ
ず
。
…
宰
相
中
将
殿
は
け
ふ
よ
り
御
素
服
を
着
し
給
ひ
け
り
。
九
日
の
辰
刻
ば
か
り
に
御
台
の
御
方
御
ぐ
し

を
落
さ
せ
給
ひ
て
。
…
二
十
一
日
…
東
山
の
麓
慈
照
寺
の
中
に
葬
場
の
普
請
を
致
す
。
代
々
の
御
葬
礼
は
北
山
等
持
院
に
て
有
り
し
に
。
今
は
乱

れ
た
る
世
中
と
い
ひ
。
…
城
山
の
麓
に
て
葬
礼
し
奉
る
。
…
仏
事
果
て
上
野
民
部
大
輔
信
孝
。
伊
勢
守
貞
孝
両
人
素
服
し
て
玉
の
御
輿
を
界
出
し

奉
る
。
大
屋
は
西
の
門
に
向
て
方
七
間
四
面
に
。
高
サ
一
間
横
三
寸
ば
か
り
成
板
を
左
ま
へ
に
ひ
が
き
の
ご
と
く
う
ち
て
。
上
中
下
に
ふ
ち
あ

り
。
…
四
方
に
一
間
半
の
口
を
あ
け
。
其
通
に
は
高
サ
弐
間
の
鳥
居
有
。
四
方
に
額
を
打
た
り
。
東
は
発
心
門
。
南
は
修
行
門
。
西
は
菩
提
門
。

北
は
渥
繋
門
。
真
中
に
火
屋
有
。
四
角
方
一
間
半
。
高
サ
ニ
問
。
屋
根
は
の
し
葺
に
破
風
を
打
た
り
。
小
壁
の
程
は
板
也
。
柱
に
は
ぬ
き
も
な

く
、
す
そ
を
ひ
ろ
げ
て
た
て
た
り
。
火
屋
の
穴
は
翁
の
入
程
に
四
方
に
掘
て
。
角
を
置
き
た
れ
ば
八
角
に
見
ゆ
。
四
方
に
は
こ
し
口
あ
り
。
白
か

べ
ぬ
り
参
り
て
塗
り
た
り
。
…
先
御
先
へ
し
ろ
鶉
毛
の
太
く
逞
し
き
に
。
黒
鞍
置
て
鈍
色
の
鰍
か
け
。
鐙
の
う
ち
に
至
る
迄
黒
塗
な
り
。
…
…
素

服
に
て
御
馬
に
添
ふ
て
。
火
屋
を
三
度
廻
り
て
後
。
此
御
馬
を
ば
乗
炬
の
人
の
取
が
例
に
て
。
妙
安
和
尚
の
中
間
に
渡
せ
ば
。
即
乗
て
ぞ
出
に
け

る
。
…
次
に
炬
松
は
力
者
持
た
り
。
鉢
は
行
者
打
之
。
次
に
赤
地
の
金
欄
幡
四
流
。
轄
次
持
者
四
人
持
之
。
鍼
は
出
世
の
人
の
附
べ
か
り
し
に
。

出
世
の
人
な
く
し
て
平
僧
四
人
勤
之
。
鼓
も
長
老
な
け
れ
ば
西
堂
四
人
是
を
打
。
燭
台
。
香
炉
。
花
瓶
。
湯
瓶
。
茶
湯
。
掛
真
。
雪
柳
四
本
。
何

も
平
僧
十
一
人
に
し
て
次
第
に
持
之
。
…
御
位
牌
は
御
家
督
の
為
レ
持
給
ひ
諸
大
名
供
奉
す
べ
か
り
け
る
に
。
乱
国
の
う
ち
な
れ
ば
。
御
猶
子
慈

照
寺
の
院
主
瑞
耀
尊
丈
ぞ
為
レ
持
給
ひ
け
る
。
…
御
寵
は
力
者
四
人
鼻
之
。
次
に
衆
僧
は
阿
弥
陀
の
大
究
を
唱
へ
て
歩
み
つ
れ
た
り
。
次
に
山
頭

の
仏
事
あ
り
。
乗
炬
は
妙
安
和
尚
。
貧
湯
は
東
福
寺
の
寂
龍
和
尚
。
貧
茶
は
嵯
峨
臨
川
寺
孫
西
堂
。
山
頭
念
踊
は
子
建
西
堂
。
挙
経
湖
月
西
堂
。

何
も
火
屋
の
内
を
三
返
廻
り
て
。
…
御
身
は
忽
に
化
し
て
暮
天
数
行
の
煙
と
立
ち
の
ぼ
り
。
…
此
間
西
の
築
地
の
際
に
飛
鳥
井
前
大
納
言
。
日
野

大
納
言
。
広
橋
中
納
言
。
：
・
皆
烏
帽
子
直
垂
に
て
着
座
せ
し
と
か
や
。
同
日
未
刻
に
御
収
骨
の
事
あ
り
。
…
五
月
二
十
六
日
鹿
苑
院
に
て
御
中
陰

の
結
願
有
。
…
斯
て
比
叡
辻
の
御
所
に
て
御
除
服
の
事
有
。
…
酉
の
刻
ば
か
り
に
宝
泉
寺
の
屏
重
門
の
外
に
屏
風
を
立
、
火
を
燈
し
て
。
刑
部
卿

有
春
卿
参
り
て
。
御
衣
を
吉
服
に
改
め
て
。
中
臣
祓
を
修
し
て
祓
ひ
奉
り
て
御
素
服
を
ぱ
有
春
卿
取
て
出
た
り
。

『
蔭
涼
軒
目
録
』
（
『
大
日
本
史
料
』
延
徳
二
年
正
月
七
目
条
）
に
、
「
十
一
日
、
…
相
公
此
日
、
沐
浴
之
規
式
、
剃
コ
除
髪
髪
一
而
披
二
（
被
）
法
服
こ

と
記
さ
れ
て
い
る
。

『
玉
葉
』
に
よ
れ
ば
、
藤
原
良
通
が
死
亡
し
た
時
も
出
家
さ
せ
て
い
る
が
、
二
十
二
日
の
入
棺
の
条
に
、
「
佛
厳
上
人
、
書
二
野
草
衣
梵
字
一
云
々
」

と
見
え
、
「
野
草
衣
」
に
梵
字
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
「
野
草
衣
」
は
、
『
名
月
記
』
の
「
紙
衣
」
と
同
様
に
粗
末
な
衣
服
と
考
え
ら
れ
、
法
服
で

は
な
い
。
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『
装
束
雑
事
抄
』
は
、
『
群
書
類
従
』
巻
一
一
入
に
よ
る
。

『
建
内
記
』
は
、
大
日
本
古
記
録
本
に
よ
る
。

『
海
人
藻
介
』
は
、
『
群
書
類
従
』
巻
四
九
二
に
よ
る
。

『
幽
齊
尊
翁
御
葬
禮
記
』
（
『
群
書
類
従
』
巻
五
二
一
）
に
、
「
辻
堅
の
諸
士
…
白
き
小
袖
に
上
下
を
着
し
…
舎
人
四
人
に
て
引
て
、
烏
帽
子
に
白
き

す
を
う
」
と
み
え
る
。

圭
室
諦
成
「
禅
思
想
の
日
本
的
展
開
」
（
講
座
『
東
洋
思
想
』
一
〇
東
京
大
学
出
版
会
）
一
四
七
頁
～
一
五
一
頁
。

井
筒
雅
風
『
法
衣
史
』
（
雄
山
閣
出
版
）
一
九
八
頁
～
一
九
九
頁
。

（
ま
す
だ
　
よ
し
こ
　
本
学
教
授
・
服
飾
研
究
室
）

一四三一


